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（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山大学（以下「本学」という。）における優れた研究力を有する研

究者が研究代表者として活躍することを促進するために設ける岡山大学研究教授及び研

究准教授の称号付与制度に関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

（資格） 

第２条 研究教授の称号は，本学の准教授であって次の各号のいずれにも該当する者に付 

与することができる。 

一 国際的に認められている論文を執筆していること 

二 大型研究において研究代表者として認められている者又はそれに準じる者であって 

大型研究の研究代表者となろうとしている者 

２ 研究准教授の称号は，本学の講師，助教であって次の各号のいずれかに該当する者に付

与することができる。 

一 国際的に認められている論文を執筆し，研究代表者として活躍している者 

二 顕著な受賞歴がある者 

（手続） 

第３条 前条に該当する者が研究教授又は研究准教授の称号付与を希望する場合は，当該

希望者が前条の資格にかかる資料を作成し，所属する部局等の長の承認を得て，学長に申

請するものとする。 

２ 学長は，申請された資料に基づき，研究教授又は研究准教授称号付与の可否を決定し，

その結果を申請者及び当該部局等の長に通知するとともに，称号を付与する場合は，教育

研究評議会に報告する。 

３ 学長は前２項の手続について研究担当理事が兼ねる副学長に委任することができる。 

（通知等） 



第４条 研究教授及び研究准教授には，文書にその旨を明記して通知するものとする。 

２ 研究教授又は研究准教授の称号を付与された者が希望する場合は，当該称号付与につ

いて人事記録に記載するものとする。 

(称号の付与期間等) 

第５条 研究教授及び研究准教授の称号を付与する期間は，称号付与日から２年を経過し

た日の属する年度の末日までとする。 

２ 当該研究教授及び研究准教授が希望する場合は，更新の可否を決定し，称号の付与期間

を更新することができる。 

３ 前項の審査にかかる手続きは第 3条に準じて行うものとする。 

（称号の取り消し） 

第６条 学長は，研究教授又は研究准教授の称号を付与された者が，その栄誉をけがすと認

められる行為を行った場合は，当該称号を取り消すことができる。 

（外部資金の間接経費に関する特例） 

第７条 学長は，別に定めるところにより，研究教授又は研究准教授の称号を付与された者

に対して間接経費の配分に関する特例を設けることができる。 

（研究教授及び研究准教授の責務） 

第８条 研究教授及び研究准教授は岡山大学研究ポリシーを踏まえ研究活動を行うととも

に，外部資金の獲得に努めるものとする。 

（関係部署における協力） 

第９条 研究教授又は研究准教授の属する部局等，法人本部，研究・イノベーション共創管

理統括部，学務部及び国際部は，岡山大学における研究力強化が重要であることに鑑み，

研究教授及び研究准教授が研究代表者として研究活動を進め，成果を上げられるよう支

援に努めるものとする。 

（事務） 

第１０条 研究教授及び研究准教授に係る事務は研究・イノベーション共創管理統括部研

究協力課が行う。 

（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この規則は，平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 



２ 改正前の規則に基づき研究教授の称号を付与されている者の称号付与期間は，令和４

年３月３１日までとする。 

附 則 

１ この規則は，令和２年７月２８日から施行する。 

２ 改正前の規則に基づき令和２年４月２日以降に研究教授又は研究准教授の称号を付与

されている者の称号付与期間は，令和５年３月３１日までとする。 

附 則 

 この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は，令和６年７月２５日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 


